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写真71　銅閣外観

写真72　銅閣上層部分

写真73　銅閣第２層内部

写真74　銅閣第２層縁部分 写真75　表門

写真69　建設中の銅閣 写真70　銅閣全景
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写真79　銅閣設計資料（階段部詳細）

写真77　銅閣設計資料（屋根伏図）

写真78　銅閣設計資料（天井伏図）

３　戦後京都における繊維産業の
繁栄による遺産の形成

こうした建築行為には２つの側面を確認

することができよう。社会的な活動と，個

人的な表現行為という２つの側面である。

前者は歴史的に位置付けることが可能であ

ろう。

しょうざん光悦芸術村，旧秀粋庭園は，

西陣織物業者が展示・観光施設としての用

途を意図して造営したものである。殊に和

装産業にとって不可欠であった展示施設と

しての用途が必要とされたものと言える。

従来も和装製品の展観が寺院や町家など歴

史的建造物やホールなどで行われることも

多かったが，魅力的な展示施設を自ら所有

することには大きな利点があったと考えら

れる。さらに，飲食店や宿泊施設を併設す

構想を実現していくといった範疇を超え

て，自ら図面化することで建築的な構築を

示していることを指摘することができる。

図面類の中にはカレンダーやチラシ，包装

紙の裏面に描かれたものも多々見られる。

思い浮かんだ構想を，その場で書き留めた

ものもあったであろうことが想像され，守

也氏の銅閣建設に対する熱情が偲ばれる。

守也氏の移築行為は，日本の伝統を体現

する茶室との出会いから始まった。その後

も家族にゆかりのある建物など，消失に直

面した建物を失われゆく日本の遺産として

入手して残していったようだ。それらの移

築には守也氏の創作が大きく加えられたも

のも見られ，建築表現でもあった。銅閣に

至ってその創作的な要素は一段と増加し，

移築という手法を用いてはいるものの新築

設計行為に近いものとなっている。

写真76　銅閣設計資料（平面図）
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庭園内には建物も構想されたというが，

その建築には至らなかった。城郭を意識し

たような巨石を用いた石垣（写真82）や，

古墳の石室を模した貯水施設（写真83）な

どが特徴的で，伝統的な和風庭園の意匠と

は異なる独特の美意識が見いだされる。

西陣織の出荷額は，高度経済成長期に急

激に増加し，昭和50年代後半から昭和60

年代前半（平成初期）にピークを迎えてい

る22）。しょうざん光悦芸術村，旧秀粋庭園，

紙屋川庭園の事例は，織物産業の繁栄に伴

うものである。さらに，上田堪一郎氏によ

る野仏庵造営などの活動も，織物業による

財を背景としている。

また，高度経済成長やその後の「列島改

ることにより，観光施設として運営するこ

とも可能となる。

前述した事例のほか，繊維産業による庭

園の造営事例としては，紙屋川庭園（現ア

マン京都）（写真80，81）をあげることが

できる。西陣の織屋・浅野織物を営む浅野

家が３代にわたって京都市北区大北山鷲峰

町の地に造営した庭園である。しょうざん

光悦芸術村と同様に鷹峯に程近い立地で，

近世の光悦村を意識したものと考えられ

る。当初の計画では，昭和26年（1951）

頃から作庭が始まり，昭和49年（1974）

頃まで石積や石組の築造がなされ，昭和

50年代後半まで植栽など手が加えられ続

けたとされる21）。

写真80　紙屋川庭園苑路 写真81　紙屋川庭園石段

写真82　紙屋川庭園石垣

写真83　紙屋川庭園石室風貯水施設
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好み，幡新守也氏による自らのアイデアを

実現するためのブリコラージュ的な表現の

意匠など，個人的な嗜好の表現は各様では

ある。その一方で，４人の施主が主たる手

法として，歴史的な建物を移築し，集積し

ていく手法を選んでいることが重要であ

る。

嗜好に適う建物を収集していくことは，

長い期間を要する行為である。庭園の造営

が長い時間をかけて行われ，しばしばその

完成時期が明確でないことがある。４人の

施主による苑の造営も同様であり，熱情と

それを実行できる条件が続く限り，完成を

見ない行為であったであろう。

さらに，移築には自らの審美眼に敵う出

会いが必要であり，厳密な設計図に基づい

てシステマティックにそれを実現する行為

とは程遠いものである。言わば，長い時間

をかけながらブリコラージュ的に実現して

いくものであろう。

さて，移築という行為には，由緒を評価

し自らの所有とすることと，自らの嗜好に

よって由緒を再構成して創作へと変えるこ

と，という側面があろう。４つの事例から

分かるように，旧状を留めた移築，アレン

ジを加えた移築，複数の物件を組み合わせ

る移築など，その度合いは様々であり，

よって移築行為における自己表現の度合い

も様々である。さらに大きく見れば，由緒

ある建物の所有者となる段階から，移築に

よる所有，移築行為に際しての創作的表

現，そして全面的な創作である新築行為へ

という段階を見ることも可能ではないか。

そして，こうした自己表現の度合いの違い

は，施主による表現への探求の歩みでもあ

造ブーム」が起きた時期，各地で開発のた

めに歴史的建造物が急速に失われていっ

た。文化財としての評価を得て現地保存や

各地の民家園などへ移築された建物を例外

として，大部分は商業用途などに活用され

るほかには救われる道はなかったであろ

う。そうした状況も戦後の趣味人・愛好家

が歴史的な建物を入手することを容易にし

た筈である。あるいは，消失の危機に直面

する歴史的な建造物が多かったことによ

り，新築行為よりも容易に歴史性を表現で

きる移築という行為を可能にしたと言える

のかもしれない。

このように，戦後の西陣を中心とする繊

維産業の繁栄によって，展示・観光施設を

意図した苑の造営がなされたことを確認で

きよう。さらに，高度経済成長による急速

な開発が，苑の造営に必要な歴史的な建造

物の入手する際の環境要因となったと言え

る。

４　趣味人・愛好家による
移築行為についての試論

前述のような展示・観光施設といった商

業的用途を意図したものに対して，野仏庵

や銅閣は私的な空間であり，この相違が苑

の造営に異なる表現を与えたであろう。だ

が，その点を踏まえた上で，趣味人・愛好

家としての嗜好を表現する行為には，本

来，本質的な違いがないように思える。

今回取り上げた事例においても，松山政

雄氏による書院造や数寄屋造を包含した独

特の意匠や，市田三喜雄氏による民芸への

嗜好，上田堪一郎氏による数寄者としての
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術村」（2021年3月，NPO法人古材文化の会

　伝統建築保存活用マネージャー会：竹山奈

乙雪，山村恵子，中田貴子ほか）における峰

玉亭，紫峰邸，千寿閣，聴松庵，玉庵の実測

図面等を参照した。

７）藤本文僲編集『松仙閣畫譜』（福禄会，1922）。
８）邑井操「本物で勝負する　万事に徹した秀吉

としょうざん社長　松山政雄」『現代の秀吉』

（銀河新書，大和書房，1964）p221。

９）前掲載８）pp.221-223　や「主なき迎賓館　

しょうざん峰玉亭」（（株）しょうざん発行）

では，松山政雄氏が建築に際して良材や古典

に該当する古美術に強くこだわった点を指摘

している。

10）前掲３）p44。

11）「きもの工芸村がオープン」『国会画報』28(5)

（麹町出版，1986年5月）p41。「洛北に森林

公園オープン」『国会画報』32(5)（麹町出版，

1990年5月）pp.40-41。

12）旧秀粋庭園内に残る棟札，資料，解説板など

による。

13）「会館「愛染倉」」『ひろば』48（近畿建築士

会協議会，1968年4月）p9。石川祐一『近

代建築の夜明け　京都・熊倉工務店　洋風住

宅建築の歴史』（淡交社，2006）pp.92-93。

14）前掲３）p57。

15）邑木千以「愛蔵辯あり七〇　上田堪一郎氏」

『日本美術工芸』248（日本美術工芸社，1959

年5月）pp.26-32。

16）京都国立博物館編『京都国立博物館百年史』

（1997年）p212。

17）野仏庵に残る建物の由来と評価については，

中村昌生「野仏庵」『新住宅』426（新住宅社，

1982年11月）pp.67-72，同「野仏庵（2）」

『新住宅』427（新住宅社，1982年12月）

pp.67-72，矢ケ崎善太郎「煎茶趣味の建築と

庭園　調査報告（その５）」（煎茶研究会，

2010年7月15日資料）に基づいている。こ

の他，株式会社順正の大西隆氏からの聞取り

を参照している。

18）幡新守也氏の来歴や建物の移築に関しては，

御子息である幡新大実氏からの聞取りに基づ

いている。

る。

趣味人・愛好家の建築作品というとき，

嗜好の反映の方法，設計行為への関与の仕

方は多用かつ異なる深度を持つものであ

る。その考察は複雑かつ錯綜したものとな

り，本稿の範疇には手に余るものである。

ここでは，移築による趣味人・愛好家の建

築表現ということに注目した試論として筆

を置きたいと思う。移築という行為は様々

な制約が伴う一方，新築では実現すること

が難しい創造性をも有するからであり，建

築の専門家ではない趣味人・愛好家にとっ

て親しみ易い行為であるとともに，魅力的

でもあろうからである。
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雪，山村恵子，中田貴子ほか作成。

表1：著者作成

19）中村昌生「茶席夜話427　幡新家の永楽」『同

門』506（表千家同門会，2013年9月）pp.8-

9。

20）「奉坊庵」の扁額は，「龍寶傳衣」の署名など

から，大徳寺488世全提要宗の筆と考えられ

ることを幡新大実氏から示唆を受けた。聞取

りによれば，この茶室の所有者であった谷川

茂（某）は，東尋坊で自殺を図ったが，妻の

一言により翻意して事業を成功させたため，

「奉坊」の語を用いたと伝わる。

	 谷川茂次郎については，『谷川運輸倉庫株式

会社創業100年史　新たなる出発、100年を

礎に』（谷川運輸倉庫株式会社，2001）を参

照。

21）白砂伸夫「オーナーが織り上げた庭園美学　

紙屋川庭園」『ランドスケープデザイン』4（マ

ルモ出版，1996年5月）pp.26-33。造園年

代は，昭和26年（1951）に浅野家が土地を

取得し，昭和36年（1961）の航空写真では

既に造成がなされていることによる。また，

昭和49年（1974）の航空写真では石積みな

ども完成していることが確認される。

22） 西 陣 工 業 組 合 編『 西 陣 年 鑑 』1985年
（1986），同『西陣年鑑』1990年（1990），
同『西陣年鑑』1993年付年史（1993），西
陣工業組合広報委員会編『西陣年鑑』2003年
付年史（2003）から西陣織出荷額推移を参照
した。

石
いしかわ

川　祐
ゆういち

一（文化財保護課　主任（建造物担当））




